
市
民
課
国
民
年
金
係 

☎
９
７
３
¦
５
４
９
８

ご
存
じ
で
す
か
？「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

年
金
だ
よ
り

窓
口
で
の
申
請
に
必
要
な
も
の

・
平
成
27
年
度
有
効
の
学
生
証
（
コ
ピ
ー
可
）、

ま
た
は
在
学
証
明
書

・
認
印
（
本
人
が
署
名
す
る
場
合
は
不
要
）

・
年
金
手
帳

・
前
年
中
に
退
職
さ
れ
て
学
生
に
な
ら
れ
た

方
は
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
者
票
等

（
コ
ピ
ー
可
）

ハ
ガ
キ
形
式
の
申
請
書
で
申
請
す
る
場
合

平
成
26
年
度
に
学
生
納
付
特
例
申
請
が
承

認
さ
れ
た
方
で
、
平
成
27
年
度
も
引
き
続
き

在
学
予
定
の
方
（
日
本
年
金
機
構
が
把
握
し

て
い
る
方
に
限
る
）
に
は
、
ハ
ガ
キ
形
式
の

申
請
書
が
３
月
下
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

平
成
26
年
度
と
同
じ
学
校
等
に
在
学
し
て

い
る
方
は
、
こ
の
ハ
ガ
キ
に
必
要
事
項
を
記

入
し
て
ポ
ス
ト
に
投
函
す
る
こ
と
で
、
平
成

27
年
度
の
申
請
が
で
き
ま
す
。

※
学
生
証
、
在
学
証
明
書
の
添
付
は
不
要
で

す
。

４
月
か
ら
平
成
27
年
度
学
生
納
付
特
例
申
請
受
付
開
始
！

※
在
学
す
る
学
校
が
変
わ
っ
た
と
き
や
、
ハ

ガ
キ
が
送
付
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
市

役
所
国
民
年
金
係
窓
口
で
申
請
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

※
ハ
ガ
キ
は
で
き
る
だ
け
４
月
中
に
返
送
し

て
く
だ
さ
い
。

★
学
生
納
付
特
例
の
承
認
期
間
は
４
月
（
ま

た
は
20
歳
誕
生
月
）
か
ら
翌
年
３
月
ま
で

と
な
り
ま
す
の
で
、
申
請
手
続
き
は
毎
年

必
要
で
す
。

★
卒
業
、
退
学
に
よ
り
学
生
で
な
く
な
っ
た

方
で
、
引
き
続
き
４
月
以
降
の
国
民
年
金

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、「
若
年

者
納
付
猶
予
制
度
」や「
保
険
料
免
除
制
度
」

が
あ
り
ま
す
。
国
民
年
金
係
窓
口
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、

不
慮
の
事
故
な
ど
に
よ
り
障
害
が
残
っ
た

り
、
死
亡
し
た
場
合
に
、
障
害
年
金
や
遺
族

年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
学
生
納
付
特
例
が
承
認
さ
れ
た
期

間
は
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
た
め
に
必

要
な
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に

は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
就
職
な
ど
で
、
収
入

が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
は
、
将
来

受
け
取
る
年
金
を
増
額
す
る
た
め
、
10
年
以

内
で
あ
れ
ば
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
の
で

き
る
「
追
納
制
度
」
を
利
用
さ
れ
る
こ
と
を

お
す
す
め
し
ま
す
。

　

追
納
制
度

保
険
料
免
除
や
納
付
猶
予
な
ど
で
承
認
さ

れ
た
期
間
は
、
10
年
以
内
（
例
え
ば
平
成
27

年
４
月
分
は
平
成
37
年
４
月
末
ま
で
）
で
あ

れ
ば
、
あ
と
か
ら
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と

（
追
納
）
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
保
険
料
の
免
除
や
納
付
猶
予
な
ど

の
承
認
を
受
け
た
年
度
か
ら
起
算
し
て
、
３

年
度
目
以
降
に
保
険
料
を
追
納
す
る
場
合

は
、
当
時
の
保
険
料
額
に
経
過
期
間
に
応
じ

た
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。
加
算
額
が

低
く
済
む
よ
う
、
お
早
め
に
追
納
す
る
こ
と

を
お
す
す
め
し
ま
す
。

★
追
納
は
保
険
料
が
高
く
な
る
こ
と
が
あ
っ

て
も
安
く
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

学
生
で
あ
っ
て
も
経
済
的
に
余
裕
が
あ
る

場
合
は
、
学
生
納
付
特
例
を
利
用
せ
ず
に

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま

す
。国

民
年
金
保
険
料

　
〜
平
成
27
年
４
月
か
ら
〜

　
【
保
険
料
】

　
　
月
額　
１
５
，
５
９
０
円

　
【
老
齢
基
礎
年
金
】
満
額

　
　
月
額　
６
５
，
０
０
８
円

20歳以上の方は、学生で
あっても国民年金に加入しなけれ

ばなりません。
しかし、学生の方は一般的に所得が少ない
ため、本人の所得が一定額（118万円）以下の
場合、国民年金保険料の納付が猶予される
「学生納付特例制度」があります。
申請方法は窓口申請とハガキ形式

の申請の２通りあります。
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